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や
転
職
、
結
婚
に
伴
う
女
性
の
転
出

が
多
い
状
況
の
た
め
、
人
口
減
少
の

対
策
と
し
て
は
引
き
続
き
様
々
な
施

策
の
展
開
が
必
要
と
な
る
。

　
今
後
の
事
業
と
財
政
見
通
し
は
、

「
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
資
金
計
画
」に

「
小
学
校
エ
ア
コ
ン
賃
貸
借
事
業
」、

「
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
」
に

基
づ
く
大
規
模
改
修
・
更
新
に
係
る

費
用
を
加
え
た
も
の
が
必
要
な
財
政

需
要
額
の
推
移
と
見
込
ん
で
い
る
。

（
総
務
部
長
）

っ
て
い
る
が
、
将
来
の
市
の
推
計
人

口
の
減
少
幅
は
、
他
の
機
関
の
推
計

よ
り
も
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
果
た

し
て
可
能
か
。

　
更
に
、
今
後
10
年
間
の
事
業
と
財

政
の
見
通
し
は
い
か
が
か
、
市
の
見

解
を
伺
う
。

幸
手
市
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
に
お

い
て
は
、
合
計
特
殊
出
生
率

を
人
口
置
換
水
準
で
あ
る
２
・
０
７

に
向
け
改
善
さ
せ
る
と
い
う
仮
定
で

推
計
し
て
い
る
が
、
現
実
に
は
就
職

人
口
減
少
は
平
成
7
年
を
ピ

ー
ク
に
年
々
減
少
し
て
い
る

が
、
こ
の
こ
と
は
、
生
産
年
齢
人
口

の
減
少
に
よ
る
市
税
の
減
収
、
高
齢

者
人
口
の
著
し
い
増
加
に
よ
る
扶
助

費
等
の
民
生
費
の
大
幅
な
増
加
と
な

っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
出
生
数
の
減
少
は
、
依
然

と
し
て
続
き
、
こ
こ
20
年
間
の
合
計

特
殊
出
生
率
は
１
・
０
４
と
低
く
な

幸
手
市
の
人
口
動
態
と
将
来
の
事
業
と
財
政
は

Q

護
は
、
現
在
も

久
喜
市
に
あ
る

事
業
所
を
1
ヶ

所
指
定
し
、
幸

手
市
民
が
利
用

す
る
こ
と
は
で

き
る
が
、
市
民

の
利
便
性
を
さ
ら
に
高
め
る
た
め
に
、

市
内
で
の
開
設
を
目
指
す
。

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
実
現
に

向
け
て
は
、
先
進
事
例
を
参
考
に
し

て
、
今
後
も
取
り
組
ん
で
い
く
。

（
健
康
福
祉
部
長
）

求
め
ら
れ
て
い
る
。
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
柱
と
な
る
在
宅
医
療
、
い
つ
で
も

自
宅
へ
訪
問
で
き
る
看
護
・
介
護
体

制
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
実
現
に

向
け
全
市
を
挙
げ
早
急
に
取
り
組
む

べ
き
で
あ
る
。

在
宅
医
療
の
整
備
は
、
北
葛

北
部
医
師
会
と
協
働
で
進
め

て
お
り
、
今
後
も
、
関
係
機
関
に
協

力
を
お
願
い
す
る
。

　
市
が
指
定
す
る
地
域
密
着
型
の
定

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

幸
手
市
の
高
齢
化
率
も
30
％

を
越
え
超
高
齢
化
社
会
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
高
齢
者
夫
婦
の

み
、
高
齢
者
独
居
の
世
帯
も
増
え
て

お
り
、
家
族
・
地
域
で
支
え
て
い
く

事
も
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
多

く
の
市
民
も
老
後
の
暮
ら
し
に
不
安

を
持
っ
て
お
り
、
い
つ
ま
で
も
自
宅

で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
医
療
・
介
護

体
制
（
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
）
の
実
現
が

い
つ
ま
で
も
安
心
し
て
自
宅
で
暮
せ
る
医
療
介
護
を
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市
議
会
で
は
平
成
27
年
９
月
よ
り

『
幸
手
市
都
市
公
園
等
指
定
管
理
業

務
調
査
特
別
委
員
会
』
を
設
置
し
、

平
成
26
年
度
か
ら
業
務
委
託
を
し
て

い
る
指
定
管
理
者
の
事
業
執
行
の
状

況
を
調
査
し
て
き
ま
し
た
。

第
12
回
　

　
開
催
日
　
平
成
28
年
10
月
17
日
㈪

　
調
査
・
審
議
内
容

　
・
平
成
26
年
度
事
業
収
支
の
仕
訳

先
訂
正
に
係
る
説
明

　
・
消
費
税
等
の
納
税
主
体
に
係
る

質
疑
応
答

　
・
適
正
な
指
導
監
督
・
事
業
執
行

の
確
認

　
本
委
員
会
は
正
副
議
長
を
オ
ブ
ザ

ー
バ
ー
と
し
13
名
の
議
員
を
委
員
と

し
て
構
成
さ
れ
、
平
成
27
年
９
月
30

日
か
ら
平
成
28
年
10
月
17
日
ま
で
全

12
回
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
説
明
員

と
し
て
担
当
部
長
・
課
長
が
、
ま
た

第
９
回
か
ら
は
副
市
長
、
総
務
部
長

が
出
席
。
第
８
回
、
９
回
に
は
参
考

人
と
し
て
指
定
管
理
者
ユ
ニ
シ
ア
よ

り
統
括
責
任
者
等
、
代
表
団
体
セ
ン

ト
ラ
ル
・
ア
メ
ニ
テ
ィ
代
表
取
締
役

幸
手
市
都
市
公
園
等
指
定
管
理
業
務

調
査
特
別
委
員
会

お
よ
び
税
理
士
の
出
席
を
求
め
、
都

市
公
園
等
指
定
管
理
の
事
業
執
行
状

況
、
事
業
収
支
に
つ
き
質
疑
応
答
が

あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
市
に
よ
る
事

業
改
善
勧
告
、
管
理
者
の
改
善
計
画

書
の
内
容
に
つ
い
て
審
議
。
執
行
部

か
ら
は
庁
内
に
設
置
さ
れ
た
「
幸
手

市
指
定
管
理
者
制
度
運
用
改
善
検
討

委
員
会
」
に
よ
る
「
指
定
管
理
者
制

度
運
用
改
善
に
係
る
検
討
結
果
報
告

書
」
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
質
疑

と
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
第
12
回
に
副
市
長
か
ら
「
平
成
26

年
度
決
算
不
認
定
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま

な
ご
指
摘
を
受
け
、
書
類
の
誤
記
載

等
も
改
善
さ
れ
、
平
成
28
年
度
に
は

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
も
し
っ
か
り
行
い
、

指
導
監
督
体
制
を
強
化
す
る
よ
う
指

導
し
て
い
ま
す
。
」
と
の
発
言
が
あ

り
ま
し
た
。
本
委
員
会
と
し
て
は
指

定
管
理
者
に
対
す
る
適
正
な
指
導
が

明
確
に
打
ち
出
さ
れ
、
一
応
の
成
果

が
出
た
と
判
断
。
し
か
し
、
指
定
管

理
期
間
は
平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で

で
あ
り
今
後
も
注
視
す
る
こ
と
と
し

調
査
を
終
え
ま
し
た
。

平
成
28
年
11
月
９
日
㈬
・
10
日
㈭

・
富
山
県
富
山
市

　
「
富
山
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て
」

・
石
川
県
小
松
市

　
「
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て
」

　
市
議
会
で
は
、
３
つ
の
常
任
委
員

会
（
総
務
・
文
教
厚
生
・
建
設
経
済
）

が
合
同
で
行
政
視
察
を
行
い
ま
し
た
。

　
富
山
市
で
は
、
富
山
型
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
が
民
間
の
デ
イ
ケ
ア
ハ
ウ
ス
か

ら
発
展
し
た
経
緯
や
サ
ー
ビ
ス
の
特

徴
、
ま
た
行
政
と
の
連
携
や
今
後
の

課
題
な
ど
に
つ
い
て
研
修
を
行
い
ま

し
た
。

　
石
川
県
小
松
市
で
は
、
放
置
自
転

車
を
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
に
利
用
し
て

お
り
、
事
業
規
模
や
各
機
関
と
の
協

議
体
制
、
利
用
状
況
の
推
移
や
都
市

基
盤
の
整
備
、
さ
ら
に
事
業
の
継
続

性
、
発
展
性
な
ど
先
進
的
な
事
業
を

調
査
し
て
き
ま
し
た
。

石川県小松市「レンタサイクル事業について」

常
任
委
員
会
で
先
進
地
を
視
察
研
修

富山県富山市「富山型デイサービスについて」

大山重隆議員 武藤寿男議員


